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監査委員制度の概要監査委員制度の概要

１ 選任方法等

監査委員は、議会の同意を得た上で普通地方公共団体の長が任命。（§196①）

定数（§195②） 内訳（§196①）

都道府県

人口25万以上の市

４人※１ 議員１人の場合は、識見を有する者３人※２

議員２人の場合は、識見を有する者２人※２

市町村 ２人※１ 議員１人、識見を有する者１人※２

※１ 識見を有する者から選任される委員は条例で増加することができる。（§195②）
※２ 識見を有する者から選任される委員が２人以上である場合、そのうち当該普通地方公共団体の常勤の職であった者は１人以下でなければ

ならない。【いわゆるＯＢ制限】(§196②) 
※３ 任期 識見：４年、議選：議員の任期（§197）

２ 解任方法

○ 罷免（§197の2）
普通地方公共団体の長は、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開催した上で、議

会の同意を得て、監査委員を罷免することができる。
・ 監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき
・ 監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるとき

○ 退職（§198）
監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
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４ 服務等

○ 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなけ
ればならない。（§198の3①）

○ 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。（§198の3②）

６ 監査委員事務局（法§200）

○ 都道府県の監査委員に事務局を置く。
○ 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

５ 代表監査委員（法§199の3）

○ 識見を有する者から選任される監査委員の１人を代表監査委員としなければならない。
○ 代表監査委員は、監査委員に関する庶務等の事務を処理する。
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・ 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査（年１回以上） （定期監査）（§199①④）
・ 決算審査（§233②）
・ 例月出納検査（§235の2①）
・ 基金の運用状況の審査（§241⑤）
・ 健全化判断比率等の審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律§3① （平成20年4月1日施行） ）

・ 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査（必要がある場合）（随時監査）（§199①⑤）
・ 地方公共団体の事務の執行に係る監査（必要がある場合）（行政監査）（§199②）
・ 財政援助団体等の監査（必要がある場合又は長の請求）（§199⑦）
・ 指定金融機関等の監査（長・公営企業管理者からの請求）（§235の2②、地方公営企業法§27の2①）
・ 事務監査請求による監査（住民・議会・長からの請求）（§75・98・199⑥）
・ 住民監査請求による監査（住民からの請求）（§242）
・ 職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等（長からの請求）（§243の2③）

監査委員が必ず行う監査等

監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査等

７ 監査の範囲・権限等

○ 監査委員は、以下の監査等を行う。
○ 監査のため必要があると認めるときは、関係人への調査・出頭要請・帳簿等の提出要請、学識経
験者からの意見聴取が可能。（§199⑧）
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 都道府県 市 町村 識見・議選の割合 ＯＢ制限 常勤・非常勤 職務権限・事務量 

昭和２２年 
(地方自治法制定) 

２人 
（条例で任意） 

・ 経営に係る事業の管理、出納その他の事務の執行の監査 
 （定期監査、直接請求監査、所轄行政庁・議会の要求による

監査、随時監査、出納の月例検査、出納の臨時検査） 
・ 決算の審査 

昭和２３年 ・ 住民監査請求・住民訴訟制度の創設 

昭和２５年 

条例で４人とす
ることができる 

 

・ 財政援助団体等（補助金等）の監査を追加 
・ 出納職員の賠償責任の監査を追加 

昭和２７年  

昭和３１年 

 
人口１０万人以上
及び地方公営企業
を有する市に限り
条例で４人とする
ことができる 

２人 
(条例で任意)

各同数 

・ 長による要求監査を追加 
・ 財政援助団体等（出資団体）の監査を追加 

昭和３８年 ・ 代表監査委員の創設 
・ 広く財務事務一般を監査 
・ 住民監査請求・住民訴訟制度の拡充 

昭和６１年 

 

学識経験委員
は常勤とする
ことができる

・ 公有地信託の受託者の監査を追加 

平成３年 

２人又は 
１人(必置)

識見委員が２人
以上の場合､そ
のうち１人以上
はＯＢ(退職後
5 年間)でない
者 

・ 行政監査の追加 
・ 議会による機関委任事務の要求監査を追加 
・ 公の施設の管理受託者の監査を追加 

平成９年 ・ 外部監査制度の導入 

平成１１年 ・ 機関委任事務の廃止に伴う監査範囲の拡大 
・ 主務大臣等による要求監査の廃止 
 

平成１４年 

４人（必置） 

３人又は２人(必置)
※ただし人口25万以
上の市は４人(必置)
 

２人(必置)

・都道府県及び人
口25万以上の市は
議員２人又は１人
・その他市町村は
議員１人 

・ 住民監査請求・住民訴訟制度の拡充 

平成１８年     

識見委員が２人以
上の場合、そのう
ちＯＢは１人以下 

都道府県及び
人口 25 万以
上の市は識見
委員のうち１
人以上は常勤

 
条例で識見委員の数を増加することができる 

監査委員制度の沿革監査委員制度の沿革
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地方公共団体の執行機関の選任・解任方法等地方公共団体の執行機関の選任・解任方法等

執行機関 選任方法 選任要件 解任権者 解任事由 解任手続

監査委員 議会の同意を得て長が選任 ・ 人格が高潔で、普通地方公共団体の財 長 ・ 監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める 議会の同意を得て罷免
（§１９６①） 務管理、事業の経営管理その他行政運 とき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たる 議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会

地方自治法 営に関し優れた識見を有する者 に適しない非行があると認めるとき （§１９７の２①） の開催を要する
・ 議員 （§１９７の２①）

（§１９６①）

教育委員会 議会の同意を得て長が選任 ・ 当該地方公共団体の長の被選挙権を有 長 ・ 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合 議会の同意を得て罷免
（§４①） する者で、人格が高潔で、教育、学術 又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある （§７①）

地方教育行政の組織及 及び文化に関し識見を有する者 と認める場合 （§７①）
び運営に関する法律 （§４①）

・ 委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに３ 議会の同意を得て罷免
人以上（委員の数を３人とする町村にあつては、２人以上） （§７②）
の委員が所属するに至った場合 （§７②）

・ 委員のうち１人がすでに所属している政党に新たに２人以上 議会の同意を得て罷免
の委員が所属するに至った場合（委員の数を３人とする町村 （§７③）
を除く ） （§７③）。

・ 委員のうち２人（委員の数を３人とする町村にあつては、１ 直ちに罷免
人）がすでに所属している政党に新たに所属するに至った場 （§７④）
合 （§７④）

選挙管理委員会 議会における選挙 ・ 選挙権を有する者で、人格が高潔で、 議会 ・ 選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認 議会の議決により罷免
（§１８２①） 政治及び選挙に関し公正な識見を有す めるとき又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管 議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会

地方自治法 る者 理委員たるに適しない非行があると認めるとき の開催を要する
（§１８２①） （§１８４の２①） （§１８４の２①）

－ ・ ２人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となっ 選挙管理委員会がくじにより失職者を決定
た場合 （§１８２⑤） （§１８２⑥・令§１３６の２）

人事委員会 議会の同意を得て長が選任 ・ 人格が高潔で、地方自治の本旨及び民 長 ・ 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めると 議会の同意を得て罷免
公平委員会 （§９の２②） 主的で能率的な事務の処理に理解があ き、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない 議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会

り、且つ、人事行政に関し識見を有す 非行があると認めるとき （§９の２⑥） の開催を要する
地方公務員法 る者 （§９の２⑥）

（§９の２②）
・ 委員のうち２人以上が同一の政党に属することとなつた場合 議会の同意を得て罷免

（§９の２⑤） （§９の２⑤）

公安委員会 議会の同意を得て長が選任 ・ 当該都道府県の議会の議員の被選挙権 長 ・ 委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 当該都道府県の議会の同意を得て罷免
（§３９①本文） を有する者で、任命前五年間に警察又 又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行 （§４１②本文）

警察法 は検察の職務を行う職業的公務員の前 があると認める場合 （§４１②）
歴のないもの （§３９①本文） 指定都市の市長が推せんした者の罷免は、道、府又は

指定県の知事は、当該指定都市の市長に対しその市の
長が選任 ・ 道、府及び指定県にあっては、指定都 議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意が

（§３９①但書） 市の議会の議員の被選挙権を有する者 あつたときに、これを罷免 （§４１②但書）
で、任命前五年間に警察又は検察の職
務を行う職業的公務員の前歴のないも ・ 指定県以外の県の知事は、委員のうち２人以上が同一の政党 当該県の議会の同意を得て、罷免
ののうちから、当該指定都市の市長が に所属するに至つた場合 （§４１③） （§４１③）
その市の議会の同意を得て推せんした
もの （§３９①但書） ・ 都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち３人以上が同一 当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て罷免

の政党に所属するに至つた場合 （§４１④） （§４１④）

・ 委員のうち１人（都、道、府及び指定県にあつては２人）が 直ちに罷免
すでに所属している政党に新たに所属するに至つた場合 （§４１⑤）

（§４１⑤）
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執行機関 選任方法 選任要件 解任権者 解任事由 解任手続

労働委員会 長が任命 ・ 使用者団体が推薦した者 使用者委員 長 ・ 委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場 地方労働委員会の同意を得て罷免（ ）
（§１９の１２③） ・ 労働者団体が推薦した者 労働者委員 合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非 （§１９の１２⑥による§１９の７②の準用）（ ）

労働組合法 ・ 使用者委員及び労働者委員の同意を得 行があると認める場合
た者 （§１９の１２⑥による§１９の７②の準用）

（§１９の１２③）

収用委員会 議会の同意を得て長が選任 ・ 法律、経済又は行政に関してすぐれた 長 ・ 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができ 罷免しなければならない
（§５２③） 経験と知識を有し、公共の福祉に関し ないと認められたとき （§５５②）

土地収用法 公正な判断をすることができる者 ・ 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに
（§５２③） 適しない非行があると認められたとき

（§５５①）

海区漁業調整委員会 委員の選挙権を有する者が被 ・ 海区に沿う市町村の区域内に住所又は － － －
選挙権を有する者につき選挙 事業場を有する者であつて、１年に９

漁業法 （§８５③一） ０日以上、漁船を使用する漁業を営み
又は漁業者のために漁船を使用して行
う水産動植物の採捕若しくは養殖に従
事する者（選挙権・被選挙権の要件）

（§８６①）

長が選任 ・ 学識経験がある者 長 ・ 特別な事情 （§１００） －
（§８５③二） ・ 海区内の公益を代表すると認められる

者
（§８５③二）

内水面漁場管理委員会 長が選任 ・ 当該都道府県の区域内に存する内水面 長 ・ 特別な事情 （§１３２による§１００の準用） －
（§１３１②） において漁業を営む者を代表すると認

漁業法 められる者、当該内水面において水産
動植物の採捕をする者を代表すると認
められる者及び学識経験がある者

（§１３１③）

農業委員会 被選挙権を有する者について ・ 農業委員会の区域内に住所を有する者 － － －
選挙権を有する者が選挙した で年齢２０年以上のもので次のもの

農業委員会等に関する もの （選挙権・被選挙権の要件）
法律 （§７①） ① 都府県にあつては１０アール、北海道

にあつては３０アール以上の農地につ
き耕作の業務を営む者

② ①の者の同居の親族又はその配偶者
③ ①の面積の農地につき耕作の業務を営

む農業生産法人の組合員、社員又は株
主

（§８）

長が選任 ・ 農業協同組合、農業共済組合及び土地 長 ・ 推薦した団体又は議会から解任すべき旨の請求があったとき 罷免しなければならない
（§１２） 改良区がそれぞれ推薦した理事又は組 （§１７） （§１７）

合員
・ 当該市町村の議会が推薦した農業委員

会の所掌に属する事項につき学識経験
を有する者

（§１２）

固定資産評価審査委員会 議会の同意を得て長が選任 ・ 当該市町村の住民、市町村税の納税義 長 ・ 委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 議会の同意を得て罷免
（§４２３③） 務がある者又は固定資産の評価につい 又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行 （§４２７）

地方税法 て学識経験を有する者 があると認める場合 （§４２７）
（§４２３③）
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監査委員と議会の監視機能監査委員と議会の監視機能

監査委員 長 議会

住民

監査請求（§98）

選任

選挙 選挙

監査（§199等）

・ 財務監査（定期・随時）
・ 行政監査
・ 直接請求・議会請求・長要求による監査
・ 住民監査請求による監査
・ 決算審査・意見 等

監査結果報告・
措置状況の公表
（§199⑫）

検査（§98①）

調査（§100）

不信任議決（§178）

副知事等の選任同意（§162等）

議場への出席要求（§121）

同意

＜執行機関＞
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１ 包括外部監査契約に基づく監査（§252の36～§252の38）

○ 毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を実施
○ 都道府県・指定都市・中核市については契約の締結を義務付け
○ その他の市町村は条例により任意に導入

（監査の種類）
・ 財務監査
・ 財政援助団体等監査

２ 個別外部監査契約に基づく監査（§252の39～§252の44）

○ 議会・長・住民から要求がある場合において外部監査人による監査をすることが適当で
あるときに、外部監査人による監査を実施

○ 条例により任意に導入

（監査の種類）
・ 事務監査請求に基づく監査
・ 議会からの監査請求に基づく監査
・ 長からの監査要求に基づく監査
・ 長からの財政援助団体等の監査要求に基づく監査
・ 住民監査請求に基づく監査

外部監査制度の基本的な仕組み外部監査制度の基本的な仕組み
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１ 外部監査契約の締結（§252の36①等）

【包括外部監査契約】
○ 都道府県・指定都市・中核市の長は、毎会計年度、包括外部監査契約を速やかに一の者と締結。
※ 連続して４回、同一の者と契約を締結してはならない。
○ 契約の締結に当たっては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければな
らない。

【個別外部監査契約】
○ 条例により個別外部監査を行うこととした地方公共団体で、住民・議会・長から監査委員の監査に
代えて外部監査人による監査の要求があった場合、個別外部監査契約を一の者と締結。

○ 契約の締結に当たっては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければな
らない。

外部監査制度の概要外部監査制度の概要

【イメージ図】

外部監査人

議会

監査委員

長

②契約議案提出

①契約案への意見

③議決

④契約の締結



10

２ 外部監査契約を締結できる者（§252の28①②）

地方公共団体が財務管理・事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であって、次
に該当するもの
○ 弁護士
○ 公認会計士
○ 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若し
くは財務に関する行政事務に従事した者で、監査に関する実務に精通しているもの

○ 税理士

４ 外部監査人の義務等

○ 外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、誠実に監査を実施（§252の31①）

○ 常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査を実施（§252の31②）

○ 特定事件についての監査の制限（§252の29）

○ 守秘義務・みなし公務員（§252の31③～⑤）

３ 外部監査契約の解除（§252の35）

○ 上記の資格要件に該当しなくなったとき等は、外部監査契約を解除しなければならない。
○ 外部監査人が①心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、②外部監査人に法令・外

部監査契約に違反する行為があると認めるとき、③その他外部監査人と外部監査契約を締結してい
ることが著しく不適当と認めるときは、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付
けて議会の同意を得た上で、外部監査契約を解除できる。
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５ 外部監査人の監査の事務の補助（§252の32）

○ 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。
○ 外部監査人は、外部監査人補助者を監督しなければならない。

６ 外部監査人と普通地方公共団体との関係

○ 外部監査人と監査委員とは、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
（§252の30①②）

○ 議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努
めなければならない。（§252の33①）

○ 議会は、外部監査人の説明を求め、又は外部監査人に対して意見を述べることができる。（§252
の34）

７ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく個別外部監査

○ 地方公共団体の長は、健全化判断比率※１のうちのいずれかが早期健全化基準※２以上となった場合
等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。（平成２１年４月１日施行）

※１ 健全化判断比率
① 実質赤字比率
② 連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）
③ 実質公債費比率
④ 将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率）

※２ 早期健全化基準
財政健全化計画の策定・公表を行うこと等により、財政の早期健全化（地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、

自主的かつ計画的にその財政の健全化を図ること）を図るべき基準として、健全化判断比率のそれぞれについて政令で定める数値
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外部監査制度と監査委員制度の関係外部監査制度と監査委員制度の関係

○ 地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であることを基本としつつ、外部監査
制度は地方公共団体の監査機能の独立性と専門性を強化するために設けられたもの

○ 監査委員は、経常的に地方公共団体の監査を実施
○ 外部監査人は、随時・臨時に地方公共団体の監査を実施
○ 外部監査人と監査委員とは、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮しつつ、互い

の監査を円滑に実施

○ 地方公共団体の監査全般を行う地方公共団
体内部の執行機関

○ 財務監査・行政監査・例月出納検査・要求
監査等を経常的に実施

○ 上記のほか、外部監査人による監査の実施
に当たっては、次のように外部監査に関して
地方公共団体側から関わりを持つもの

・ 外部監査結果の報告の受理・公表
・ 外部監査人が関係人の出頭要求等をする場
合の協議

○ 地方公共団体の組織に属さない独立した立
場から、高度な専門的知識に基づき、随時・
臨時に監査を実施する者

○ 外部監査人のイニシアティブによる特定事
件の監査（包括外部監査）や、長等の要求に
基づく監査（個別外部監査）を実施

監査委員 外部監査人
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